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 令和 8 年度奨学生募集 

飯舘村奨学生（予約）募集要項    
 

  飯舘村教育委員会 
 
１．目     的 

飯舘村出身の向学を志す者で、経済的理由により就学困難と認められる者に対し、

奨学金を貸し付けることを目的としています。 
 
 
２．対象者及び貸付月額 

（１） 令和 8 年度各学校入学者および在学者を対象とします。 

貸付月額（無利子） 
区     分 月     額 

高等学校 
自宅通学 ３０，０００円以内 
自宅外通学 ５０，０００円以内 

短期大学・高等専門学校・専修学校（2 年以上の教育） ５０，０００円以内 
看護師・助産師及び保健師養成学校 ５０，０００円以内 
大学 ５０，０００円以内 
医科・歯科・獣医科大学 ６０，０００円以内 

 
 
３．貸付を受ける者の資格  

（１） 貸付開始時点で、保護者が本村に継続して３年以上住所を有する者の子弟で、

向学心が高く、かつ品行方正、学術にすぐれ、身体強健である者。 

（２） 平成２３年３月１１日時点、保護者が本村に継続して３年以上住所を有してい

た者の子弟で、向学心が高く、かつ品行方正、学術にすぐれ、身体強健である者。 

（３） 国，県又は他団体から奨学金の貸付を受けていないこと。 

（４） 次に掲げる所得基準を満たしていること。 
保護者の所得総額から村が規定する特別控除額（別紙 表①）を差し引いた所得

金額が村規定の世帯人数別所得基準（別紙 表②）以下であること。 
※①、②の表、および算定方法については別紙をご覧ください。 
 

審査は家庭状況と所得基準を考慮し、所得基準額の低い順から採用いたします。募

集人数が村の予算を超える場合は所得基準を満たしていても奨学生になれない場合

がありますので予めご承知おきください。 
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４．貸付期間及び貸付方法 

（１） 原則として令和 8 年 4 月から在学する学校の正規の修業期間とします。途中

から奨学生になった者は、決定月から正規の修業期間までとします。 

（２） 採用後の貸付は、4 ヵ月ごとに本人名義への口座振込とします。 
 

 

５．申請方法 

下記書類を揃え、提出してください。①の申請書、②の調査書は教育委員会にあります。 
（※村 HP からもダウンロードできます。村 HP から「奨学金」で検索） 

申請書類 書類交付先 

① 奨学金貸付申請書（第１号様式） 飯舘村教育委員会 

② 
調査書「成績証明書」（第３号様式） 

または（学校の任意様式） 

※開封無効 

飯舘村教育委員会（第３号様式） 
または、在籍している学校（学校任意の成績証明書） 

③ 
身体検査書「健康診断書」 

※開封無効 
在籍している学校 
または、病院での健康診断書（３ヶ月以内とする） 

④ 生計を一にする人の所得証明書 
飯舘村住民課窓口（有料） 
※村外出身者については各市町村にお申し出下さい。 

 
 
６．申請先及び申請期間 

   申 請 先： 飯舘村教育委員会教育課 （飯舘村役場本庁 1 階） 
申請期間： 令和８年１月１３日（火）～令和８年２月１６日（月）まで 
※申請期間を過ぎても村の予算内であれば申請を受け付けます。 

 
 
７．採用の内定  

（１） 提出された書類により飯舘村教育委員会選考基準に基づいて審査を行います。 

（２） 内定者へは村より直接通知いたします。下記の必要書類を提出することにより

正式に飯舘村奨学生として採用になります。 
 

【必要書類】 
①在学証明書（入学後速やかに提出）   
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②誓約書（第４号様式） 
③小論文（800 字程度） 課題「私の将来の夢」 
  あなたの将来の夢を教えてください。 
④自宅外通学証明書（高校自宅外通学者のみ） 
⑤連帯保証人確約書及び連帯保証書（第 5 号様式） 
⑥連帯保証人の印鑑証明書（保護者、他保証人） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「飯舘村奨学金借用証書」への印紙税の非課税について 

奨学金の貸付完了後は、返還開始までの間に「飯舘村奨学金借用（変更）証書」に貸与額に応

じた収入印紙を貼り付けて課税文書として提出していただいておりましたが、平成２９年４月１

日からは文部科学省より村奨学金の貸付が租税特別措置法第９１条の３第２項に規定する学資

としての貸付であることの適用※１を受け非課税となりました。 

これにより、高等学校段階以上の学校に通う学生・生徒を対象にした貸付であること 

※２に該当する方の借用証書は非課税文書として収入印紙の貼り付けは必要ありません。 

 

※１ 奨学金貸与事業が一定の要件を満たすことを文部科学大臣が確認し、消費貸借契約書に租

税特別措置法第９１条の３第２項に規定の適用により印紙税が課されない旨の表示がある

場合には、当該消費貸借契約書の印紙税が非課税となります。 

非課税措置の有効期限は令和１０年３月３１日までですが、今後も非課税措置の延長が

あれば村から文部科学省に申請を行い更新する予定です。 

 

※２ 高等学校段階以上の学校に通う学生・生徒を対象にした貸付であること 

①学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第一条に規定する、高等学校、中等教育学校（後

期課程）、特別支援学校の高等部、専修学校（高等課程） 

②（独）日本学生支援機構法（平成 15 年法律第 94 号）第三条に規定する、大学、高等

専門学校、専修学校（専門課程） 

 

上記①②以外の、専修学校一般課程や各種学校などの学校又は学校教育法に規定する学校以外

の施設に通う方に対しては非課税とはなりません。 

 
（注）連帯保証人について 

採用内定された場合、連帯保証人が２人必要となります。 

1. 一人は申請者の保護者 
2. 他の一人は、村内に居住（村に住所のある者で村の近隣自治体に

居住する者を含む）する成年者で独立生計を営み、かつ奨学金の
返還期間中にわたり返還の責を負うことができる資力を有する者 
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８．奨学金の返還 

（１） 貸付終了の翌月から貸付を受けた月の 3 倍の期間内で返還していただきます。そ

の際、希望により 6 ヶ月後から返還することができます。返還の方法は年払い、半

年払い及び毎月払いがあります。また、返還月の初回に一括支払いや返還途中での

一括払いも可能です。 

～返還の例～ 

 
貸      付 返       還  

月 額 月 数 総  額 毎月返還額 月 数 年 数 

高  校 ３年 30,000 円 36 月 1,080,000 円 10,000 円 108 回 9 年 

専門学校 ２年 50,000 円 24 月 1,200,000 円 
17,000 円 70 回 

6 年 
10,000 円 1 回 

大  学 ４年 50,000 円 48 月 2,400,000 円 
20,000 円 1 回 

12 年 
17,000 円 140 回 

※ 返還額にあわせた返還月数になっています。 

（２） 奨学生であった者が上級学校等に進学したときは、申請によりその在学期間中は

返還を猶予することができます。 

（３） 利子は無利子とします。ただし奨学生が正当な理由なくして奨学金の返還すべき

日までに返還されない場合は、毎年見直される延滞利息が発生します。 
（※最大 7.3％） 
また、期限を経過しても返還に応じていただけない場合は連帯保証人に請求する

とともに、法的手段を講じる場合もあります。 

（４）貸付期間が満了し、卒業後に飯舘村内で就業（自営業、農業等を含む）した場合、

奨学生として貸付けを受ける最大月数による返還月額に就業期間を乗じた額の返還

を免除することができます。 
    （※公務員は除きます） 
 
 
 

４ 
その他、ご不明な点につきましては、下記まで 
お問い合わせください。 

教育委員会教育課学校教育係  電話 0244-42-1631 


